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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 

 急速な少子化の進展や保護者の就労環境の変化に伴い、乳幼児の保育、教育など、子ど

もを取り巻く環境は著しく変化しています。このような状況の中、町では平成 17 年に「次

世代育成支援対策辰野町行動計画」を、平成 22 年には「辰野町次世代育成支援後期行動計

画」を策定し、次代を担う子どもたちの育成を支援するために様々な事業を展開してきま

した。 

さらに、国では全ての子どもの良質な生育環境を保障し、子ども子育て家庭を社会全体で

支援することを目的に、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一

部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律」、いわゆる子ども・子育て新システム関連 3 法を整備しました。こ

れにより、子ども・子育て支援の新制度が平成 27 年度からスタートし「辰野町次世代育成

支援対策行動計画」に替わり、「辰野町子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～平成

31 年度）」を策定しました。このたび、この計画が令和元年度で最終年度を迎えることから、

引き続き第二期の「辰野町子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度～令和 6 年度）」を策

定し計画的に各事業を推進します。 

 

２．計画の位置づけ 

 本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条第 1 項に基づく計画として、基本理念およ

び子ども・子育て支援の意義を踏まえ策定するものです。 

 

３．計画期間 

本計画は、第二期辰野町子ども・子育て支援事業計画として、令和 2 年度から令和 6 年

度までの 5 年間とします。 

 

第２章 子ども・子育て支援施策 

 

１ 新制度の全体像 

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て支援法」、

「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連 3 法に基づく制度

のことをいいます。 

主なポイントは「保育の量的拡大・確保」、「認定こども園の普及」、「地域子ども・子育 

て支援の強化」です。 
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２ 新制度の事業体系 

幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、幼稚園・保育園・認

定こども園・小規模保育等の施設等を利用した場合に給付対象となります。 

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付ではなく、

各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組み（法定代理受

領）となります。給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

◇施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「認定こども園」、「幼稚園」、「認可保育所」等の教育・保育

施設です。市町村が事業者に対して施設型給付費を支給することになります。ただし、施

設型給付は、次の２つの給付構成が基本となっています。 

ａ．満 3 歳以上児に対する標準的な教育時間および保護者の就労時間等に応じた保育に

対応する給付 

ｂ．満 3 歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付 

◇地域型保育給付 

新制度では定員が 19 人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型保育

事業）として、地域型保育給付の対象となります。地域型保育給付対象事業は、「小規模

保育事業」「家庭的保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」の 4 種類から

構成されます。計画策定時、町内には該当事業はありません。 

 

３ 地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実施

する事業です。子ども・子育て支援法で 13 事業定められており、交付金の対象となります。 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 一時預かり事業 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑦ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

⑧ 延長保育事業 

⑨ 病児・病後児保育事業 

⑩ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業） 

⑪ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
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４ 保育の必要性の認定について 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準にもとづき、保育

の必要性を認定したうえで、給付する仕組みとなっています。 

認定は次の 1～3 号の区分で行われます。 

 

５ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に、市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区

域を設定することになっています。小学校区、中学校区、行政区単位等地域の実情におい

て設定することになっていますが、辰野町では、保育園は町全域が通園範囲であり（どこ

の保育園でも希望すれば良い）、幼稚園も町全域からの利用となっているため、町全域を一

つの教育・保育提供区域と設定します。量の見込みは、ニーズ調査の結果と実績をもとに

算出した数値により設定しました。 

児童数の見込みは、コーホート変化率法及び 0 歳児については将来出生数の推計を行っ

て算出しました。（コーホートとは、同じ年または同じ期間に生まれた人々の集団を指しま

す。ここでは 4 月 2 日から翌年 4 月 1 日生まれをひとつのコーホートとしました。） 

 

＜町全体の児童数＞ 

＜町全体の児童数の見込み＞ 

認定区分 対象者 対象施設 

1 号認定 満 3 歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 

（保育の必要性なし） 

幼稚園 

認定こども園 

2 号認定 満 3 歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子

ども（保育を必要とする） 

保育園 

認定こども園 

3 号認定 満 3 歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子

ども（保育を必要とする） 

保育園 

認定こども園 

特定地域型保育事業 

児童数 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

0 歳 118 108 93 106 100 

1、2 歳 272 266 232 215 216 

3～5 歳 435 427 431 423 386 

児童数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

0 歳 90 86 83 79 76 

1、2 歳 206 189 181 174 166 

3～5 歳 352 334 323 309 290 
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６ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

幼稚園は、3 歳から 5 歳までの児童を教育する学校施設です。小学校入学前に、生活の基

礎を学ぶ大切な場所であり、友達と触れ合い、親以外の大人（先生）と初めて密接に関わ

る社会への第一歩です。1 号認定子ども及び教育を希望する 2 号認定子どもが該当になりま

す。新制度に入らない幼稚園は該当しません。 

保育園は、保護者の就労や疾病などを理由に保育の必要性が認められる場合に、保護者に

代わり保育を実施する施設です。2 号認定及び 3 号認定子どもが該当になります。 

認定こども園は、幼稚園、保育園の機能を備え、就学前の教育・保育、子育て支援サービ

スを総合的に提供します。計画策定時、町内には該当事業はありません。 

 

1 号認定（3～5 歳） R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 53 50 48 46 43 

確保方策 幼稚園 53 50 48 46 43 

2 号認定（3～5 歳） R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 291 276 267 255 240 

確保方策 保育園 291 276 267 255 240 

 

 

3 号認定（0 歳） R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 16 16 15 14 14 

確保方策 保育園 16 16 15 14 14 

3 号認定（1・2 歳） R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 160 147 140 135 129 

確保方策 保育園 160 147 140 135 129 

 

７ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み確保方策 

 各項目の量の見込みは、国から示された算定方法でニーズ調査の結果と実績等をもとに

算出した数値により設定しました。 

① 利用者支援事業（区域：町全域） 

児童数（実績） H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

1 号認定（3～5 歳） 65 59 67 63 57 

2 号認定（3～5 歳） 375 374 373 369 306 

児童数（実績） H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

3 号認定（0 歳） 18 20 16 26 25 

3 号認定（1・2 歳） 124 107 99 94 91 
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教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用について情報集約と提供を行うと共に、

子どもや保護者からのそれらの利用にあたっての相談に応じ、必要な情報提供、助言をし、

関係機関との連絡調整等を行う事業です。 

平成 27 年度から、子育て世代包括支援センターを設置して専門知識を有する保健師を 1

名配置して相談や助言を行っています。 

 

② 地域子育て支援拠点事業（区域：町全域） 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談などを行う

事業です。地域機能強化型では、利用者支援等の機能を付加し、機能強化を図ります。 

現在、「ときめきの街」2 階の空きスペースを利用して「辰野町子育て支援センター」と

して実施しています。また、施設内では「町の保健室」として子育て相談、一時的保育も

保育園と同様に行っています。 

 

 

年間延べ利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 10,965 10,187 9,780 9,372 8,965 

確保方策（事業か所） 1 1 1 1 1 

 

③ 一時預かり事業（区域：町全域） 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児・幼児について、主として昼

間に保育園その他の場所において一時的に預かる事業です。 

平成 27 年度から全保育園及び子育て支援センターにおいて実施しています。 

令和 2 年度からの年間利用者数については、計画策定時（令和元年 11 月 1 日現在）、利

用者数が近年より激減し、未満児の入園数が増えていることをふまえ見込みました。 

 

 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 80 74 71 68 65 

確保方策 
利用者数 80 74 71 68 65 

施設数 7 7 7 7 7 

 

 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

14,572 11,640 10,652 9,743 9,800 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

244 190 358 201 85 
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④ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）（区域：町全域） 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業です。 

 

 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 90 86 83 79 76 

確保方策 
訪問対象者 90 86 83 79 76 

実施事業所数 1 1 1 1 1 

 

⑤ 養育支援訪問事業（区域：町全域） 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児・家事など、養育能力を向上させるた

めの支援を行う事業（相談支援、育児・家事援助など）です。 

 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み（訪問数） 120 120 120 120 120 

確保方策（訪問数） 120 120 120 120 120 

実施事業所数 1 1 1 1 1 

 

⑥ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（区域：町全域） 

児童の預かりなどの援助を受けることを希望する者（依頼会員）と、援助を行うことを希

望する者（提供会員）の相互援助活動（子どもの預かり、送迎など）に関する連絡、調整

を実施する事業です。 

平成 29 年 10 月から、子育て支援センターを事務局として実施しています。ニーズ調査

によるニーズ量は 0 ですが、過去の実績から年間 100 人程度を予測し実施します。 

 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

113 90 108 103 100 

年間延べ訪問数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

31 97 102 159 150 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

－ － 127 71 180 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 100 100 100 100 100 
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⑦ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）（区域：町全域） 

ショートステイ事業は、保護者が疾病・疲労など身体上、精神上、環境上の理由により

児童の養育が困難となった場合、児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設に

おいて養育、保護を行う事業（原則として７日以内）です。 

ショートステイ事業は平成 29 年度から、児童養護施設たかずやの里及びつつじが丘学園

に委託しています。 

＜ショートステイ事業＞ 

 

 

⑧ 延長保育（時間外保育）事業（区域：町全域） 

保育園において開所時間を超えて保育を行う事業です。全保育園で実施しています。 

 

延長保育利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 129 121 117 112 106 

確保方策 
受入人数 129 121 117 112 106 

施設数 6 6 6 6 6 

 

＜幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）＞ 

幼稚園の預かり保育 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 24 25 24 23 22 

確保方策 
延べ人数 24 25 24 23 22 

施設数 1 1 1 1 1 

 

⑨ 病児・病後児保育事業（区域：町全域） 

確保方策 
利用人数 100 100 100 100 100 

実施事業所数 1 1 1 1 1 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

－ － 0 11 10 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 21 20 19 19 18 

確保方策 
延べ人数 21 20 19 19 18 

施設数 2 2 2 2 2 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

175 195 180 188 175 
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地域の児童が発熱などの急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペー

ス等において看護師等が一時的に保育する事業です。 

現在、上伊那生協病院の「病児保育室いちごハウス」に委託して実施していますが、利用

状況等をみながら今後の事業体制のあり方などを検討していきます。 

 

年間利用者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 90 90 90 90 90 

確保方策 
延べ人数 90 90 90 90 90 

施設数 1 1 1 1 1 

 

⑩ 放課後児童健全育成事業（学童保育事業）（区域：小学校区） 

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、放課後学校の余裕教室な

どにおいて適切な遊びや生活の場を与え、その健全育成を図る事業です。 

辰野西小、東小、南小、両小野小学校にて学童クラブを開所しています。 

今後、区域の状況により、本事業と連携し、幼児などを含む地域の子ども全般を対象に、

地域の大人の参画を得て、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を行う放

課後子ども教室推進事業を地域ぐるみで実施すること等も検討していきます。 

 

 

年間登録者数 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 
小学 1～3 年 153 148 138 127 120 

小学 4～6 年 69 69 66 69 68 

確保方策 
登録児童数 222 217 204 196 188 

施設数 4 4 4 4 4 

 

⑪ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（区域：町全域） 

要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、以下の取組みに対する支援を実施す

る事業です。 

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化を図るための取組み 

ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組み 

 

年間延べ利用者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

47 58 88 77 95 

年間登録者数 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度(見込) 

192 234 241 239 237 
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（区域：町全域） 

支給認定を受けた子どもの保護者の世帯所得状況などを勘案し、市町村が定める基準に該

当した場合、給付対象の教育・保育サービスで必要となる日用品・文房具・その他物品に

ついて、保護者が支払うべき費用を市町村が定める範囲で補足給付を行います。 

 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（区域：町全域） 

給付対象施設・事業所等への民間事業者の参入促進に関する調査研究、その他多様な事業

者の能力を活用した給付対象施設・事業所等の設置、または運営を促進するための事業で

す。これまで実施はありませんが、今後、参入希望の事業者があれば、本事業により支援

します。 

 

８ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の

確保について 

質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援に資するため、保育士等の研修の機

会を増やしていきます。 

幼児期の学校教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続のため、幼保小の連

携の機会の充実を図ります。  

  さらに、幼保小中に加え高校、短大がある辰野町ならではの環境を活かし、保育・教育

機関の間で継続的に情報交換を行う場を設け、連携を強化します。 
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○辰野町子ども・子育て会議設置要綱 
平成26年１月30日告示第１号 

辰野町子ども・子育て会議設置要綱 
（設置） 

第１条 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項
及び当該施策の実施状況について調査審議するにあたり、子ども・子育て関係者等か
ら広く意見を聴取するため、辰野町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を
設置する。 
（所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。 
(１) 辰野町子ども・子育て支援事業計画に関すること 
(２) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「支援法」という。）にお
ける特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること 

(３) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施
状況に関すること 

(４) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること 
（組織） 

第３条 会議は、委員15人以内をもって組織する。 
２ 委員は、支援法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し識見を有する者

その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。 
（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任されることができる。 
（会長） 

第５条 会議に会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 
３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 
（会議） 

第６条 会議は、会長が必要に応じて招集しその議長となる。ただし、会長及び副会長
が選出されていないときは、町長が行う。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことが

できる。 
（傍聴の取扱い） 

第７条 会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。 
（庶務） 

第８条 会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する部署において処理
する。 
（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に
諮って定める。 

附 則 
この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

子ども・子育て会議委員名簿（計画策定時） 
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